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令和5年第1回三重県議会定例会提出予定議案概要(追加提案)

区 分 件 名 概 要

予 算
条例案 21件 議案481'牛
その他議案 10件
認 定 。件

報 告 4件
提 出 。件

言十 52件

。予算
(17イ牛)

総務部 I [議案第 3 号]令和4年度三重県一般会計補正予算(第10号)
(閣の令和4年度補正予算(第2号)に対応して、原油価格・物価高騰に係る
事業者支援等の取組を進めるための補正予算補正額約31億円)

[議案第 4 号]令和5年度三重県一般会計予算
(予算額 約8，371億円)

[議案第 5 号}令和5年度三重県県債管理特別会計予算
(予算額 約1，617億円)

[議案第 6 号]令和5年度地方独立行政法人三重県立総合医療センター資金貸付特別会
計予算

(予算額 約37億円)

[議案第 7 号]令和5年度三重県国民健康保険事業特別会計予算
(予算額 約1，540億円)

[議案第 8 号]令和5年度三重祭母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付事業特別会計予
算
(予算額 約5億円)

[議案第 9 号]令和5年度三重県立子ども心身発達医療センター事業特別会計予算
(予算額 約27億円)

{議案第 10 号]令和5年度三重県就農施設等資金貸付事業等特別会計予算
(予算額 約1億円)

{議案第 11 号]令和5年度三重県地方卸売市場事業特別会計予算
(予算額 約3億円)

[議案第 12 号]令和5年度三重県林業改善資金貸付事業特別会計予算
(予算額 約5億円)

[議案第 13 号}令平日5年度三重県沿岸漁業改善資金貸付事業特別会計予算
(予算額 約2億円)

[議案第 14 号]令和5年度三重県中小企業者等支援資金貸付事業等特別会計予算
(予算額 約4億円)



区 分 牛名斗
予算 i撒第 15 号}令和5 県港湾整備事業特別会計予算
つづき (予算額 約2億円)

{議案第 16 号}令和5年度一重県水道事業会計予算
(予算額 約186億円)

{議案第 17 号}令和5年度一重県工業用水道事業会計予算
(予算額 約123億円)

{議案第 18 号}令和5年度一重県病院事業会計予算
(予算額 約71億円)

{議案第 19 号}令和5年度一重県流域下水道事業会計予算
(予算額 約25911意円)

。条例案
(2lf!牛)I [議案第 20 号]

総務部 i三重県退職手当基金条例案 定年引上げに伴う退職手当に係る負担を年度関で平準化す
るため、三重県退職手当基金を設置するものである。

県土整備部
[議案第 21 号]
三重県特定都市河川浸水被
害対策法施行条例案

[議案第 22 号]

(令和5年4月1日から施行)
(制定内容)

基金の設置、積立て、管現、運用益金の処理、処分、繰替運用等につ
いて規定する。

特定都市河川|浸水被害対策法に基づく特定都市河川|の指
定に当たり、雨水貯留浸透施設、保全調整池及び貯留機能保
全区域の標識の設置に関し必要な事項を定めるものである。

(公布の白から施行)
(制定内容)

趣旨並びに隠水貯留浸透施設、保全調整池及び貯僚機能保全区域の
標識の設置等について規定する。

教育委員会 |博物館法の一部を改正する|博物館法の一部改正に鑑み、関係条例の規定を整備するもの
法律の施行に伴う関係条例 |である。
の整備に関する条例案 I (令和5年4月1日から施行)

(内容)

(1) 三重県立美術館条例及び三重県総合簿物館条例において、設覆及び
協議会に係る規定を整理する。

(2) 斎宮盟主史博物館条例において、設置の規定を整理する。

(3) 三葉県青少年健全育成条例及び旅館業法施行条例において、博物悌
法に定める施設の周囲の環境に係る規定を整備する。
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区分 件名 概要

{議案第 23 号]
総務部 |三重県部制条例の一部を改 j令和5年度の組織機構の見直しに伴い、部の名称等の改正

正する条例案 iを行うものである。
(令和5年4月1日から施行)

(改正内容)

(1) 戦略企画部、地域連携部及びデジタル社会推進局を廃止する。

(2) 政策企画部、地域連携・交通部及び観光部を設置する。

(3) 主制哉改lEによる所掌事務の移管等に伴い、各部の所掌事務を定める。

(4) その他関係条例の規定を整理する。

{議案策 24 号]
環境生活部 i三重県の事務処理の特例に| 地方自治法第252条の17の2第1項の規定に基づき、知事の

関する条例の一部を改正する|権限に属寸る事務の一部を市町が処理することについて改正を
条例案 |行うものである。

(令和5年4月1日から施行)
(改正内容)

浄化槽法の規定に基づく事務の 郊を処理することとする市町に、志摩
市を加える。

「 く参考〉

O 地方自治法
(条例による事務処理の特例)

第252条の17の2 都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところ
により、市町村が処理することとすることができる。この場合においては、当該市町村が処理すること
とされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。
2~4 (調書)

[議案第 25 号]
総務部 |三重県職員定数条例の一部|令和5年度の職員定数の見直しに伴い、企業庁の職員の定数

を改豆する条例案 |の改正を行うものである。

(令和5年4月1日から施行)
(改正内容)

職員の定数を改正する。

現行 改正後 増減

企業庁 189人 180人 6.9人
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区分

総務部
つづき

医療保健部
県土整備部

農林水産部

十字 名

{議案第 26 号]
三重系新型コロナウイルス感
染症対応中小企業者等金融
支援臨時基金条例の一部を
改亙する条例案

{議案第 27 号]
三重県手数料条例の一部を
改五する条例案

[議案第 28 号}
三蓑県家畜保健衛生所手数
料条例の一部を改正する条
例案

概要

国から交付される新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨
時交付金に、コロナ禍における原油価格・物価高騰対応分及び
電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金が創設され
たことに鑑み、設置の規定等を整備するものである。

(公布の日から施行)
(改正内容)

(1) 設置の規定に、コロナ禍における「涼油価格・物価高騰等総合緊急対
策Jに係る趣旨を加える。

(2) 条例の効力を、令和10年3月31日(現行令和8年3月31日)までに実
施された事業の精算が完了したRに延長する。

建築基準法の一部改正等に鑑み、手数料についての規定を
整備するものである。

(令和5年4月1臼(一部公布の日)から施行)
(改正内容)

(1) 介護支援専門員実務研修受講試験の試験衛題作成事務に係る単価の
改定に鑑み、介護支援専門員実務研修受講試験問題作成手数料の額を
改定する。

(2) 建築基準法の一部改正に緩み、建築物の容積率の特例認定申請手数
料等を整備する。

(3) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部改正に鑑み、
都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物新築等計画
認定申請手数料等を整備する。

豚熱に関する特定家畜伝染病紡疫指針の一部変更に鑑み、
手数料についての規定を整備するものである。

(令和5年4月1日から施行)
(改正内容)

知事が登録した飼養衛生管理者が行う注射に係る豚熱予防液の管理の
手数料を新設する。
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区分

警察本部

件名 概要

[議案第 29 号1
三重県警察調係手数料条例|道路交通法の一部改正等に鑑み、手数料についての規定を
の一部を改正する条例案 |整備するものである。

{議案第 30 号]

(令和5年4月1日から施行)
(改正内容)

道路交通法関係手数料について、特定自動運行許可申請及び特定自
動運行計画変更許可申誇に係る手数料の規定を整備する。

子ども・福祉部i三重県子ども・子育て会議設| 子ども・子育て支援f去の一部改主に伴い、規定を整理するも
置条例の一部を改正する条|のである。

県土星整備部

例案 I (令和5年4月1日から施行)

[議案第 31 号】
三重県流域下水道条例の一
部を改正する条例案

松阪処理区高須町公園の施設の一部廃止及び指定管理者
が行う業務の範囲の変更に鑑み、経営の基本の規定等を整備
するものである。

(令和5年4月1日(一部令和6年4月1日)から施行)
(改工E内容)

(1) 松阪処理区高須町公障のオートキャンプ場に係る規定等を削る。

(2) 指定管理者が行う業務に公園等の使用の許可に関するものを加える。
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区分 イ牛 名 概要

[議案第 32 号】
農林水産部 |三重県建築基準条例及び三 i宅地造成等規制法施行令の一部改正に伴い、規定を整理す
県土整備部 |重県畜舎等の建築等及び利 iるものである。

用の特例に関する法律施行 I (令和5年5月26日から施行)
条例の一部を改正する条例
案

[議案第 33 号1
県土整備部 |三重県宅地開発事業の基準|宅地造成等規制法の一部改正等に伴い、規定を整理するも

に関する条例の一部を改正 !のである。
する条例案 I (令和5年5月26日から施行)

{議案第 34 号}
三重県特定公共賃貸住宅条
例及び三重県営住宅条例の
一部を改疋する条例案

入居の資格を有する者で連帯保証人を確保することが困難で、
あるものの増加等に鑑み、入居の資格の規定等を整備するもの
である。

(令和5年4月1日(一部公布の日)から施行)
(改正内容)

(1) 入居することができる者に里親に委託されている児童を加える。

(2) 連帯保証人に係る規定を削る。

(3) その他規定を整備する。
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区分 概要件名

教育委員会

企業庁

病院事業庁

{議案第 35 号]
公立学校職員定数条例の一
部を改正する条例案

[議案第 36 号】
三重県立特別支援学校条例
の一部を改正する条例案

[議案第 37 号]
三重県公営企業の設援等に
関する条例の一部を改正する
条例案

部の例
】
条
案

号
業
司

お
一
同
開

第
病
す

案
間
同
五

議
重
改

[
三
を

令和5年度における公立学校の児童生徒数の増減による教職
員定数の変動等に伴い、公立学校職員の定数の改正を行うも
のである。

(令和5年4月1日から施行)
(改正内容)

公立学校職員の定数を改正する。

現行 改正後 増減

県立学校 高等学校 3，208入 札177人 631人

特別支援学校 1，304人 1，308人 4人

市町立学校小学校 6， 782人 日， 746人 636人

中学校 3，682人 3， 704人 22入

合計 14，976人 14，935人 641入

県立特別支援学校に在籍している生徒の増加に鑑み、県立
特別支援学校の規模の適正化を図るものである。

(令和5年4月1日(一部公布の臼)から施行)
(改正内容)

三重県立杉の子特別支援学校石薬師分校に中学部に係る規定を加える。

三重県篭気事業の廃止に伴い、規定を整理するものである。
(令和5年4月1日から施行)

三重県立こころの医療センターにおける病棟機能の再編に伴
い、精神病床数を改定するものである。

(令和5年8月1日から施行)
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区分 {牛名 概要

[議案第 39 号]
医療保健部 |三重県国民健康保険広域化|富民健康保険法の一部改正に伴い、三重県国民健康保険広

環境生活部

等支援基金条例を廃止する|域化等支援基金条例を廃止するものである。

条例案 I (令和5年4月1日から施行)

， <参考>

O三重県国民健康保険広域化等支援基金の概要
市町が行う国民健康保険事業の運営の広域化及び国民健康保険の財政の安定化に必要な費用に充

てるため、平成14年に設霞したものである。

[議案第 40 号}
特定産業廃棄物事案に関す
る調査検討委員会条例を廃
止する条例案

特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置
法に基づく特定産業廃棄物に関する事案等の調査検討の終了
に伴い、特定産業廃棄物事案に関する調査検討委員会条例を
廃止するものである。

(令和5年4月18から施行)
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区 分 仲
ナ{
 

名 概 要

。その他議案

(10件)I[議案第 41 号]
総務部 j包括外部駁査契約について 包括外部監査契約について、地方自治法第252条の36第1

項lこ規定する包括外部監査契約を締結するものである。

0 契約の呂的 包括外部監査契約に基づく殴査及び|
監査の結果に関する報告
令和5年4月1日
11，144，320円を上限とする額
神谷研:税理士

。契約の始期

O 契約金額
0 契約の相手方

農林水産部
[議案第 42 号]
農林水産関係建設事業に対
する市町の負担について

令和5年度において県の行う農林水産関係建設事業は、市町
内の公共施設等の機能を高め、住民福祉の増進に寄与するも
のであり、その利益を受ける娘度に応じ、経費の一部について、
当該市町に負担を求めるものである。

[議案第 43 号]
国営青蓮寺用水土地改良事 l平成26年度から農林水産省が行った国営青蓮寺用水土地
業に係る償還に対する市町 |改良事業の負担金の償還に要する経費に充てるため、土地改
の負担について !良法第90条第9項の規定により、市町の負担金を徴収するもの

である。
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区分

県土整備部

件 名

{議案第 44 号]
土木関係建設事業に対する
市町の負担について

[議案第 45 号]
損害賠償の額の決定及び和
解について

[議案第 46 号]
損害賠償の額の決定及び和
解について

概要

令和5年度において県の行う土木関係建設事業は、市町内の
公共施設等の機能を高め、住民福祉の増進に寄与するもので
あり、その利益を受ける限度に応じ、経費の一部について、当該
市町に負担を求めるものである。

令手口4年9月18日四日市市小山田T地内の一級河J[1鈴鹿川水
系足見J[1 (右岸)の河川管理府通路を、普通貨物自家用司王が走
行したところ、通路が陥没し、車両底面を打ち付けたことにより、
フロントパンパ一等を損傷した事故について、損害賠償の額を
次のとおり決定し、これに伴う和解をするものである。

損害賠償額 169，625円

令和4年9月18日県営住宅一身回団地の倉庫の一部が台風
第14号の強風により倒壊して、同敷地内駐車場に駐車していた
車両に接触し、車体を損傷した事故について、損害賠償の額を
決定し、これに伴う和解をするものである。

損害賠償額 678，400円
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区分

教育委員会

件名

[議案第 47 号]
損害賠償の額の決定及び和
解について

i議案第 48 号]
焦土裳備部 i和解について

概要

令和3年9月lこ判明した、県立昂学閤高等学校の学生寮にお
ける地下埋設配管の老朽化による灯油漏れにより、隣地に油が
漏洩した事故について、損害賠償の額を決定し、これに伴う和
角草をす一るものである。

損害賠償額 188，400円

平成28年3月6日員弁郡東員町大学大木地内の一般国道36

5号において発生した自転車転倒事故に係る損害賠償請求事
件及び保険代位による求償金請求事件について、県は裁判所
の和解勧告を受けて、訴訟上の和解を行うものである。
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区分 件名 概 要

[議案第 49 号1
子ども・福祉部|第5次三重県ユニバーサノレデ| 平成31年3月に第4次三重県ユニバーサノレデザインのまちづ

ザインのまちづくり推進計画 |くり推進計画を策定し、ユニバーサルデザインのまちづくりに関
(2023-2026)の策定について|寸一る施策の総合的かつ計画的な推進に取り組んできたが、この

計画が令和5年3月末で終了することから、第5次三重来ユニ
ノ〈ーサルデ、ザインのまちづくり推進計画を策定するものである。

「 く参考〉

(計画の内容)

第5次三重県ユニバーサノレデザインのまちづくり推進計爾は次の4
章で構成する。

(1)第1章計画策定の趣旨

計画策定の趣旨とこれまでの取組、ユニバーサルデザインをとり

まく三重県の状況や環境の変化をまとめたものである。

(2)第2章第4次推進計画の取組の検証

第4次推進計画の取組の成果、課題をまとめたものである。

(3)第3章第5次推進計画の取組

取組の視点、方向性、計画の目標、計画期間を記述したうえで

「ユニバーサルデザインの意識づくりj、fだれもが暮らしゃすいま

ちづくりJ、「だれもが利用しやすい製品・情報・サービスの提供の

促進Jの3つの施策体系に分け具体的な取組内容を示したもの

である。

(4)第4章ユニバーサノレデザインのまちづくりを進める仕組み

県の取組の進め方やさまざまな主体との連携について示したもの

である。

ユニパーサノレデ、ザインのまちづくり推進計画の策定については、三重県ユニパーサノレデ、ザインの

まちづくり推進条例(平成11年三重県条例第2号)第8条第3項の規定により議会の議決を要する。

第1次三蓑県ユニハーサノレデザインのまちづくり推進計画(平成19年度から平成22年度)
第2次三重県ユニパーサノレデザインのまちづくり推進計闇(平成23年度から平成26年度)
第3次三重県ユニパ}サノレデザインのまちづくり推進計画(平成27年度から平成30年度)
第4次三葉県ユニパーサパデザインのまちづくり推進計画(平成31(令和元)年度から令和4年度)

し一一一 一一…ー…十
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区分

雇用経済部

件名

[議案第 50 号]
三重県新エネルギービジョン
の改定について

「 く参考>

概要

固において「第6次エネルギー基本計画jが改定され、令手口12
(2030)年度における再生可能エネルギーの受給見通しが大き
く増加したこと等を踏まえ、長期目標、中期目標及び取組方向
等を改定するものである。

(計画の内容)

三重県新エネノレギーピ、ジョンは、次の4章で構成する。

(1)第1章エネルギーをめくる現状と課題

国のエネノレギーをめくる状況L三重県のエネルギーをめく、る現状と課題
を示したもので止る。

(2)第2章基本理念、将来像、基本方針及び長期目標

基本理念、 3つの将来像、 5つの基本方針及び長期医標について示し
たものである。

(3)第3章中期目標及び取組方向

令和5年度から令fp8年度の中期目標及び5つの取組方向について示
したものである。

(4)第4章計画の推進

計闘の推進体制及び進行管理について示したものである。

(爵標年度)

令和12年度を長期目標年度とする。
令和8年度を中期目標年度とする。

!三重県新エネノレギービジョンの改定については、三重県行政に係る基本的な計画について議会が議決
「すべきことを定める条例(平成13年三薫県条例第47号)第3条の規定により議会の議決を要する。

13 



区 分 件名 概要

。報告
(4件)I[報告第 l 号1

総務部 |専決処分の報告について |令和4年11月24日津市桜橋地内の駐車場において発生した
(自動車事故による損害賠償|秘書課に係る自動車による公務上の事故に関して損害賠償の
について) I額について和解した。

損害賠償額 216，810円

子ども・福祉部|専決処分の報告について |令和4年5月18日志摩市河児町鵜方地内の駐車場において
(自動車事故による損害賠償|発生した南勢志摩児童相談所に係る自動車による公務上の事
について) I故に関して損害賠償の額について和解した。

損害結償額 325，710円

専決処分の報告について |令和4年6月2日四日市市河原困地内の市道において発生し
(自動車事故による損害賠償|た鈴鹿児童相談所に係る自動車による公務上の事故に関して
について) I損害賠償の額について和解した。

損害賠償額 102，600円
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区分 件名 概要

子ども・福祉部 i専決処分の報告について i令和4年11月28日度会郡南伊勢町東宮地内の駐車場にお
つづき I (自動車事故による損害賠償 iいて発生した福祉監査課に係る自動車による公務上の事故に

について) I関して損害賠償の額について和解したo

損害賠償額 55，000伺

雇用経済部 |専決処分の報告について |令和4年10fl14日工業研究所敷地内の駐車場において発
(自動車事故による損害賠償|生した工業研究所に係る自動車による公務上の事故に隠して
について) I損害賠償の額について和解した。

損害賠償額 300，239Pl 

専決処分の報告について i令和4年6月30日伊勢市黒瀬町地内の国道23号において発
(自動車事故による損害賠償 i生した観光資源課に係る自動車による公務上の事故に関して
について) I損害賠償の額について和解した。

損害賠償額 24，680円
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区分

警察本部

件名 概要

専決処分の報告について |令和2年10月28日いなベ市大安田丁地内の国道421号におい
(自動車事故による損害賠償|て発生したいなべ警察署に係る自動車による公務上の事故に
について) I関して損害賠償の額について和解した。

損害賠償額 439，680円

専決処分の報告について i令和3年8月25日神奈川県横浜市保土ケ谷区地内の自動車
(自動家事故による損害賠償 i専用道路において発生した生活環境課に係る自動車による公
について) I務上の事故に関して損害賠償の額について和解した。

損害賠償額 540，0∞円

専決処分の報告について |令和4年5月30日津市一色町地内の県道久居河芸線におい
(自動車事故による損筈賠償|て発生した津警察署に係る自動二輪車による公務上の事故に
について) I関して損害賠償の額について和解したo

損害賠償額 1，131，502円
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区分

警察本部
つづき

件名 概要

専決処分の報告について |令和4年8月24日伊勢市神田久志木町地内の駐車場におい
(自動車事故による損害賠償|て発生した伊勢警察署に係る自動車による公務上の事故に関
について) Iして損害賠償の額について和解した。

専決処分の報告について

(自動車事故による損害賠償
について)

損答賠償額 136，540河

令和4年8月25日津市中央地内の駐車場において発生した
四日市南警察署に係る自動車による公務上の事故に関して損
害賠償の額について和解した。

損害賠償額 127，600円

専決処分の報告について |令和4年9月7日尾鷲市栄町地内の市道において発生した尾
(自動車事故による損害賠償|鷲警察署に係る自動車による公務上の事故に関して損害賠償
について) Iの額について和解した。

損害賠償額 71，500円
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区分

警察本部
つづき

件名 概要

専決処分の報告について i令和4年9月22日凶日市市浜田町地内の駐車場において発
(自動車事故による損害賠償|生した四日市南警察署に係る自動車による公務上の事故に関
について) Iして損害賠償の額について和解したo

損害賠償額 123，200円

専決処分の報告について |令和4年10月H:l四日市市川島町地内の市道において発生
(自動車事故による損害賠償|した四日市南警察署に係る自動車による公務上の事故に関し
について) Iて損害賠償の額について和解した。

損害賠償額 77，422円

専決処分の報告について |令和4年11月4日津市高野尾町地内の市道において発生し
(自動車事故による損害賠償|た津警察署に係る自動車による公務上の事故に関して損害賠
について) I償の額について和解した。

損害賠償額 103，334河
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区分 件名 概要

[報告第 2 号]
県土整備部 |専決処分の報告について |令和4年5月7日津市芸濃町林地内の県道鈴鹿芸濃線におい

(県管理道路における県の管|て、道路管理取庇に起因して発生した事故に係る損害賠償の
理破庇による損害賠償につ |額について和解した。
いて) I 損害賠償額 105，059河

専決処分の報告について |令和4年7月18日三重郡菰野町大字菰野地内の一般国道47
(県管理道路における県の管 17号において、道路管理恵庇に起因して発生した事故に係る損
理取疫による損害賠償につ |害賠償の額について和解した。
いて) I 損害賠償額 116，506円

専決処分の報告について i令和4年9月20日津市久居西鷹跡町地内の県道久居美杉線
(県管理道路における県の管 iにおいて、道路管理暇庇に起因して発生した事故に係る損害
理取疲による損害賠償につ i賠償の額について和解した。
いて) I 損害賠償額 6，801円
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区分 イ牛 名 概要

県土整備部 |専決処分の報告について |令和4年9月20日三重郡菰野町大字菰野地内の一般国道30
つづき 1 (県管理道路における県の管 16号において、道路管理取庇に起因して発生した事故に係る損

理液庇による損害賠償につ i害賠償の額について和解した。
いて) I 損害賠償額 50，050円

専決処分の報告について |令和4年10月22日亀山市能褒野町地内の県道辺法寺加佐
(県管理道路における県の管|登停車場線において、道路管理取庇に起因して発生した事故
理取庇による損害賠償につ |に係る損害賠償の額について和解した。
いて) I 損害賠償額 212，817円

[報告第 3 号]
医療保健部 |地方独立行政法人三重県立| 地方独立行政法人法第54条第2項の規定に基づくもの。

総合医療センターの常勤職
員の数について
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区分

警察本部

件名

[報告第 4 号]
議会の議決すべき事件以外
の契約等について

概要

県が賃借人となる予定価格7千万円以上の賃貸借の契約
[契約名称] 尾鷲警察署仮設庁舎賃貸借
[契約金額] 135，366，000円
[履行場所] 三君主県尾鷲市矢浜四丁目 902-1
1契約方法] 一般競争入札
{契約の相手方の住所及び氏名]

愛知県名古屋市西区域西四丁目 22番 B
号
オリエントハウス株式会社名古屋支府
支 府 長 平 田 範 満

[契約締結の年月日]
令和4年12月21日

[契約期間] 令和4年12月21日から
令和7年1月31日まで

議会の議決すべき事件以外|県が賃借入となる予定価格7千万円以上の賃貸借の契約
の契約等について I [契約名称】 三重県警察施設LED照明賃貸借整備事

業
[契約金額] 293，304，000円
[履行場所] 三重県津市栄町一丁目 100番地

三重県警察本部外 112か所

[契約方法] 公募型プロポーザル方式による随意契約
[契約の相手方の住所及び氏名]

愛知県名古屋市中村区豊国通一丁目
22番地の 2

共友リース株式会社本庖営業部
執行役員部長兼岩努

[契約締結の年月日]
令和5年1月6日

[契約期間] 令和5年1月6日から
令和15年3月31日まで
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区 分 千平 名 概 要

教育委員会 議会の議決すべき事件以外 県が賃借入となる予定価格7千万円以上の賃貸借の契約の変
の契約等について 更

{契約名称] コンピュータネットワーク総合研修システムの
賃貸借契約

[履行場所] 二重県総合教育センターほか
[契約金額] 変更前 163，434，744円

変更後 163，342，498丹
[契約方法] 随意契約
[契約の相手方の住所及び氏名1

愛知県名古屋市中村区名駅一丁目 25番3号
FLCS株式会社中部支庖
支 庖 長 相 良 長 典

I変更契約締結の年月日]
令手口4年12月26日

[契約期間] 令和4年7月15日から
令平日10年10月31日まで

ι、
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区 分 件 名 概 要

県土整備部 議会の議決すべき事件以外 は地製方造公の請営企負業の業務に関する予定価格5億円以上の工事又
の契約等について の契約

{契約名称] 中勢沿岸流域下水道(志登茂川処理区)志
登茂川浄化センター北2系水処理施設機械
設備工事

[履行場所] 津市白塚町~津市河芸町影重地内

[契約金額] 586，674，000円
[契約方法] 一般競争入札
[契約の相手方の住所及び氏名]

奈良県大和郡山市丹後庄町300
株式会社丸島アクアシステム

奈良工場
取締役前田雄司

[契約締結の年月日]
令和4年12月213

[契約期間] 令和4年12月2日から
令平日6年llJJ20日まで
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区 分 件 名 概 要

県土整備部 議の契会約の議決すべき事件以外 地方公営企業の業務に関する予定価格5i意円以上の工事又
つづき 等について は製造の請負の契約

{契約名称} 宮川流域下水道(宮川処理区)宮)11浄化セ
ンタ~1系5池水処理施設機械設備工事

[履行場所} 伊勢市大湊町地内
[契約金額] 718，410，000円
[契約方法] 一般競争入札
[契約の相手方の住所及び氏名]

愛知県名古屋市中村区名駅ー了目 22番8号
(大東海ピル二階)

株式会社クボタ中部支社
支 社 長 析 医 多 人

[契約締結の年月日]
令和5年1月6日

[契約期間] 令手口5年1月6日から
令和6年12月25日まで

¥ 
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資料2

令和 5年第 1回定例会 2月定例月会議

議案聴取会日程(案)

1 開催年月日 令和 5年 2月 15日(水)全員協議会終了後

令和5年 2月 161=l (木)午前 10時から

2 場 所全員協議会室

3 聴取願

所管名 議案 報告

総務部 。 。
デジタノレ社会推進局 。
関災対策部 。
戦略企画部 。
警察本部 。 。
病院事業庁 。
企業庁 。
医療保健部 。 。
子ども・福祉部 。 。
環境生活部 。
地域連携部 。
雇用経済部 。 。
農林水産部 。
県土整備部 。 。
教育委員会 。 。
部外 。

※部外人事委員会事務局、監査委員事務局、出納局、

議会事務局

備考

1 5日

1 6 I=l 



質問者一覧表(案) 令和5年第 1回定例会 (2月定例月会議)

月 日(濯) 質問区分 順序・氏名(会派)

1 2 3 

2月 21 13 (;k.) 代表質問 議員 議員 議員

(新政みえ) (自由民主党) (草葬)

l 2 3 4 5 

2月 24日(金) 一般質問 議員 議員 議員 議員 議員

(自由民主党) (主主葬)
(公明党又は (公明党文は

(新政みえ)草の根運動し泊三) 草の根運動し、が)

1 2 3 4 

2月 28日(火) 一般質問 議員 議員 議員 議員

(自由民主党) (草葬) (新政みえ) (自由民主党)

1 2 3 

3月 3日(金) 一般質問 議員 議員 議員

(新政みえ) (自由民主党) (新政みえ)

(参考) ・代表質潤時間(答弁を含む。)は、一人 70分程度 ・一般質問時間(答弁を含む。)は、一人 60分程度

-関連質問

新政みえ 7司 自由民主党 6回 草葬 2回

公明党 1回 日本共産党 1図 草の根運動いが 1回

崎
山
事

ω



請願の処理経過及び結果の報告

0 令和元年定例会 11月定例月会議で採択された請願

-介護ロボット等導入支援を求めることについて

0 令和2年定例会 11月定例月会議で採択された請願

花きの振興に関する県の施策の充実強化を求めることについて

0令和4年定例会 11月定例月会議で採択された請願

私学助成について

資料4

教育機会確保法に基づいた不登校支援施策の充実を求めることについて



資料5

意見書面決議案の提出期限

委員会提出

委員会開催当日

議員発議

3月 10日(金)午後 5時まで



資料6

2月15日の議事予定

開議

諸報告 ・議案等の配付について

-包括外部監査の結果報告書の配付について

・三重県における補助金等の基本的な在り方等に関する条例の規定

に基づく予算に関する補助金等に係る資料及び交付決定実績調書

の配付について

-住民監査請求の監査結果の配付について

-例月出納検査報告書並びに詰願・陳情処理経過一覧表の阻付につ

いて

日程第1 議案第3号から議案第50号まで〔提案説明〕

日程第2 常任委員会の調査事項に関する報告の件

休会の件

散会

(2月161:3)

全員協議会

議案聴取会

スマート議会の在り方検討フ。ロジェクト会議

議案聴取会

議会運営委員会

代表者会議

予算決算常任委員会理事会



資料7

令和5年第 1固定例会日程

月

2月

3月

日 曜 日 移ー 備 呈壬d 

8日 水 休会 議会運営委員会

9日 木 休会

1013 金 休会

11日 土 -、句、句、ーー (建国記念の日)

12日 日 -----13臼 月 休会 全員協議会

14日 火 休会

15日 水 本会議 議案上程提案説明(2月定例月会議)
全員協議会
議案聴取会

議案聴取会
16日 木 休会 議会運営委員会

代表者会議

17日 金 休会

18日 土 ---、

19日 日 、、、、、、、、

20日 月 休会

21日 火 本会議 代表質問議案質疑 議会運営委負会

22日 水 休会

23日 木 、、、、、、、、、 (天皇誕生日)

24日 金 本会議 一般質問

25日 土 、、、、、、、

26日 日 h句、、、、ーー

27日 月 休会

28釘 火 本会議 一般質問

113 水 休会

2日 木 本会議 追加議案上程
議案聴取会
議会運営委員会

3日 金 本会議 般質問議案質疑

413 土 --、
5日 日 ---、

6日 月 委員会 予算決算常任委員会(予算総括質疑)

7日 火 委員会
付託議案審査[戦略企画雇用経済、医療保鍵子ども福祉病院、
防災県土繋備企業の各常任委員会・分科会〕

8臼 水 委員会
付託議案審査〔総務地域連携デ、ジタノレ社会推進、
漂壌生活農林水産、教育警察の各常任委員会・分科会〕

9日 木 委員会
付託議案審査〔戦略企薗雇用経済、医療保健子ども福祉病説、
防災県こと整備企業の各常任委員会・分科会〕

10日 金 委員会
付託議案審査〔総務地域連携デジ事ル社会推進、
環境生活農林水産、教育警察の各常任委員会・分科会]

11日 土 、、、、、、、、、

12日 日 、~、~

13日 月 休会 (常任委員会予備日)

14日 火 休会 (委員会等予備日)

15日 水 委員会 予算決算常任委員会(採決)

16日 木 休会 代表者会議
議会運営委員会

17日 金 本会議 閉会(採決)

※請願陳情の受理 ※文書による質問ができる期間
2月15日(水)午後5時 ① 12月21日(水)~ 2月14日(火)

② 3月18日(土)~ 5月31日(水)


